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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本ロジ

スティクスシステム協会(JILS)／財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって，JIS Z 0111:1999 は改正され，この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任をもたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 Z 0111：2006 
 

物流用語 
Glossary of terms for physical distribution 

 
序文 物流の体系化及び標準化を進めるに当たり，物流活動に関連して使用される物流用語の定義を明確

化し，また，統一を図る必要から，1985 年に JIS Z 0111 が制定された。その後，1999 年には用語の全般的

な見直しと，新たな分類項目（情報）の追加を行った。その後 5 年を経過し，その間の環境変化に対応す

るため，各用語の見直し及び新たな分類項目（流通加工）の追加を行った。 

 

1. 適用範囲 この規格は，物流活動に用いられる主な用語及びその定義について規定する。 

 

2. 分類 用語は，次のとおり分類する。 

a) 物流一般  

b) 包装・貨物  

c) 輸送  

d) 保管  

e) 荷役  

f) 流通加工  

g) 情報  

 

3. 用語及び定義 用語及び定義は，次による。 

なお，参考として対応英語を示す。 

 


